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会 議 録 

会議の名称 令和３年度第３回西東京市選挙管理委員会 

開 催 日 時 令和３年６月１日（火）午前９時 00分から午前９時 40分まで 

開 催 場 所 西東京市役所田無庁舎３階 301会議室 

出 席 者 
鈴木久幸委員長・佐々木順一委員長職務代理者・二木孝之委員 

坂本眞実事務局参与兼事務局長・岡野昌司係長 

議   題 

議案第７号 西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について 

議案第８号 令和３年６月１日現在の西東京市選挙人名簿登録者数（定時登録）

の決定について 

そ の 他 

会 議 資 料 

の 名 称 
上記『議題』と同じ 

記 録 方 法 □全文記録 ☑発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

会 議 内 容 

〇 委員長 

ただいまから令和３年度第３回西東京市選挙管理委員会を開催いたします。 

本日の議案は２件でございます。 

始めに、議案第７号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について』を

議題といたします。 

事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

それでは、議案の説明をさせていただきます。 

議案書の１ページをお開きください。議案第７号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消

される者の決定について』を御説明いたします。 

本案は、公職選挙法第 30条の 11（在外選挙人名簿の登録の抹消）の規定に基づき、西

東京市在外選挙人名簿から登録抹消されるものでございます。 

内容といたしましては、議案書の２ページに記載の男性１人が、登録抹消の要件に該当す

るに至ったことにより抹消となるものでございます。氏名や国内での最終住所、帰国後の住

民登録の内容等の詳細につきましては、議案書に記載しておりますので御覧いただければと

思います。 

今回の登録抹消により、西東京市在外選挙人名簿に登載されている人数は、男性 91人、

女性 107人、計 198人となります。 

以上で、議案第７号『西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について』の

説明とさせていただきます。 

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御質問・御意見はございませんか。 
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〇 各委員 

  特になし 

 

〇 委員長 

特にないようですので、議案第７号は、原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第８号『令和３年６月１日現在の西東京市選挙人名簿登録者数（定時登録）の

決定について』を議題といたします。 

事務局から説明を求めます。 

 

〇 事務局 

 それでは、今回の委員会で御決定いただきたい、定時登録である令和３年６月１日現在の

西東京市選挙人名簿登録者数について、議案の説明をさせていただきます。 

恐れ入ります。議案書の３ページをお開きください。 

議案第８号『令和３年６月１日現在の西東京市選挙人名簿登録者数（定時登録）の決定に

ついて』を御説明いたします。 

本案は、公職選挙法第 19条（永久選挙人名簿）第 2項の規定に基づき、選挙人名簿を調

製・保管するために御決定をいただくものでございます。 

 恐れ入ります。議案書の４ページを御覧ください。 

各投票区別に登録者数を調製し資料としております。 

資料の内容につきましては、左から、各投票区等の別、前回登録者数、市内転居、抹消者

数、新規登録者数、今回登録者数となっております。 

市内転居については、市全体としては増減がありませんので、合計欄は 0 人となってお

ります。 

抹消者は、転出後 4か月を経過するに至った者、死亡及び職権消除を計算しております。 

新規登録者は、住所要件として令和３年３月 1 日以前に転入届出を行った者、年齢要件

として平成 15 年６月 2 日以前に出生した者、その他住所設定、帰化等を計算しておりま

す。 

表の右下の合計欄を御覧ください。令和３年６月１日現在の定時登録者総数は、男性が前

回の３月定時登録より 65人増、女性が前回より 66人増、合計で 131人増となり、男性

82，761人、女性 88，910人の計１７１，671人となるものでございます。 

 以上、議案第８号『令和３年６月１日現在の西東京市選挙人名簿登録者数（定時登録）の

決定について』の説明とさせていただきます。  

 

〇 委員長 

説明が終わりました。ただいまの説明について、御質問・御意見はございませんか。 

 

〇 各委員 

  特になし 

 

〇 委員長 

特にないようですので、議案第 8号は、原案のとおり決定いたします。 

以上で、本日予定の議案等は、全て終了いたしました。 
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ほかに、事務局から連絡事項等はありますか。 

〇 事務局 

『令和３年２月７日執行西東京市長選挙に係る選挙の効力に関する審査の申立てについ

て』ご報告いたします。 

前回の委員会で御決定いただきました弁明書は、即日、東京都選挙管理委員会に提出いた

しました。 

５月 24 日午後３時より東京都選挙管理委員会事務局委員会室におきまして、口頭意見

陳述聴取が行われまして、処分庁として出席してまいりました。 

次に、市議会ですが、５月２８日から令和３年第２回西東京市議会定例会が開催されてお

ります。 

代表質問・一般質問では、選挙管理委員会に対する質問通告はありませんでした。 

次回の委員会の開催ですが、「東京都議会議員選挙における西東京市選挙管理委員の主要

事務日程」をご覧ください。６月 24 日の東京都議会議員選挙選挙人名簿の選挙時登録日

に委員会を開催したいと思います。 

日程がよろしければ、お時間についてはこの場で委員の皆様でお決めいただきたいと思

います。 

 

〇 各委員 

６月 24日の午前 10時からとしたい。 

 

〇 事務局 

では、次回は、令和３年６月 24日午前 10時からといたします。 

なお、その次の委員会は翌 25 日金曜日の午後５時 30 分から氏名等掲示掲載順序を定

めるくじと午後６時から選挙公報の掲載順序を定めるくじを行うことになっております。 

また、委員長には恐れ入りますが、同日の午前８時 30 分からの立候補届出受付にも御

出席いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

事務局からは以上です。 

 

〇 委員長 

事務局からの連絡等は終わりました。 

他になければ、本日の令和３年度第３回西東京市選挙管理委員会を閉会いたします。 

 

午前９時 40分  終了 

 

   

以上 



令和３年度第３回西東京市選挙管理委員会 

 

 

日 時 令和３年６月１日（火） 

                          午前９時 00分から 

会 場 西東京市役所田無庁舎 

                          301会議室 

 

 

 

議案第７号     西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について 

 

議案第８号    令和３年６月１日現在の西東京市選挙人名簿登録者数（定時登録）の

決定について 

 

 

そ の 他 
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議案第７号 

 

 

 

西東京市在外選挙人名簿から登録抹消される者の決定について 

 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

令和３年６月１日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 鈴 木 久 幸    
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令和３年６月１日 在外選挙人名簿から抹消される者（１人） 

最 終 住 所 氏    名 生年月日 性別 備     考 

東京都西東京市   男 

国内の市町村の区域内に住所を定め

た日後４か月を経過する者 

住定日 令和３年１月26日 

（東京都西東京市） 
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議案第８号 

 

 

 

令和３年６月１日現在の西東京市選挙人名簿登録者数（定時登録）の決定につ

いて 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

 

 

令和３年６月１日 

 

 

 

西東京市選挙管理委員会     

委員長 鈴 木 久 幸    
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